
米子町村川家所蔵の絵図の写。
竹島のみを描いた絵図。

資料概要

作成年月日 ����年（明治��年）
編著者 -
発行者 -
収録誌 -
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 有
所蔵機関 東京大学史料編纂所
利用方法 東京大学史料編纂所で利用手続きを行う

内容見本
松嶋之絵図、嶋之惣廻り壱里之内
隠岐国より松嶋江之渡海道範百里餘
松嶋より竹嶋江道範三十里餘

現代語訳
松島の絵図、島の周囲�里の内。隠岐国より松島へ渡
海の距離���里あまり。松島より竹嶋への距離��里
あまり。

※原文中、竹島は「松島」と記載されている。

����年（明治��年）
松島之図11No.

　鬱陵島と竹島への渡航を５０年余り続けていた大谷
家と村川家は、天候の影響など年によって収入が安定し
ないため、損益を按分する取り決めを結んでいた。

資料概要

作成年月日 ����年（天和元年）��月��日
編著者 村川市兵衛
発行者 -
収録誌 -
言語 日本語
媒体種別 紙
公開有無 無
所蔵機関 島根県竹島資料室
利用方法 島根県竹島資料室に問い合わせを行う

現代語訳
一　当年の暮れから以後、竹嶋・松嶋については相談し決したことで実
行していくから、たとえ、損をした時も利益が出たときも両者の決めた割
合で行い、勘定や計算などに違いがないようにする事
一　竹嶋・松嶋から船が持ち帰った収穫品はすべて明らかにして少しの
偽りもしない事
一　竹嶋・松嶋から得た収益の計算については双方少しの隠し事も絶対
しない事
　右の取り交わし證文は子供の代まで続く両嶋についての相談、決めこ
とである。

※原文では竹島は「松島」と、鬱陵島は「竹島」と記述されている。

����年（天和元年）��月��日
取替シ申一札之事（複写）10No.

�� ��竹島に関する資料調査報告書（平成��年度） 竹島に関する資料調査報告書（平成��年度）
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所蔵：島根県竹島資料室

所蔵：東京大学史料編纂所

内容見本
一　当暮より竹嶋松島自今以後寄合之所務ニ仕候然上ハ此儀ニ付縦損
亡在之候ても利分在之候ても両人割符仕右之算用少茂無相違可致事
一　両嶋帰帆砌所務之品々少ニ而も無偽明白ニ可申相事
一　両嶋仕出之算用是又互ニ少ニ而も隠偽申間敷事
右如一札之子共之代ニ至迠両嶋寄合ニ
仕候、然上ハ互無遠慮致相談

大谷家と村川家で交わした鬱陵島と竹島からの収益に関する取決め

時代区分I （2）-①大谷家、村川家の竹島に対する認識を示す資料

村川家所蔵の竹島の絵図を明治期に写したもの

時代区分I （2）-②竹島を正確に描いた絵図
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